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行
事
予
定  

 

四
月 

 
 

二
日 

九
州
各
県
参
事
会 

 

於
福
岡
県 

四
～
五
日 

第
四
十
五
回
総
代
会
幹
部
研
修 

会 
 

 
 

  
 

 
於
島
原
市 

七
日 

み
ゆ
き
大
祭 

九
～
十
日 

九
州
地
区
神
社
本
庁
評
議
員
会 

於
唐
津
市 

 

十
一
日 

松
原
神
社
例
祭 

 

十
二
日 

佐
賀
縣
護
国
神
社
大
祭
前
夜
祭 

 

十
三
日 

佐
賀
縣
護
國
神
社
春
季
例
大
祭 

（
～
十
四
日
） 

十
四
日 

大
町
八
幡
神
社
御
鎮
座 

一
三
〇
〇
年
式
年
祭 

十
八
日 

西
松
浦
地
区
支
部
総
会 

於
割
烹
山
平 

二
十
三
日 

神
青
協
七
十
五
周
年
記
念
大
会 

於
明
治
記
念
館 

二
十
四
日 

役
員
会 

 
 

 
 

於
神
社
庁 

二
十
九
日 

唐
津
神
社
春
季
例
大
祭 

 

五
月 

 
 

八
日 

九
連
総
会
打
合
せ
連
絡
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

於
神
社
庁 

 

十
三
日 

九
連
総
会
前
夜
総
会
懇
親
会 

 

十
四
日 

第
七
十
五
回
九
連
総
会 

於
唐
津
市 

 

十
九
日 

白
鬚
神
社
一
四
五
〇
年
式
年
大
祭 

二
十
一
日 

全
国
神
社
総
代
会
役
員
会
・
代
議

員
会 

 
 

 
 

 

於
神
社
本
庁 

 
 

 
 

 

國
學
院
大
學
協
議
員
会 

二
十
二
日 

表
彰
式 

 
 

 

於
明
治
記
念
館 

二
十
三
日 

神
社
本
庁
評
議
員
会
（
第
一
日
） 

二
十
四
日 

神
社
本
庁
評
議
員
会
（
第
二
日
） 

 
 

 
 

 
班
幣
式 

 
 

 
 

 
神
社
庁
長
会 

 
 

於
神
社
本
庁 

 

 

 

去
る
三
月
二
十
六
日
（
火
）
午
前
十
一
時
よ

り
神
社
庁
二
階
会
議
室
に
お
い
て
、
佐
賀
県
神

社
庁
支
部
長
会
が
開
催
さ
れ
た
。 

 

冒
頭
、
德
久
神
社
庁
長
の
挨
拶
が
あ
り
、
村

田
副
庁
長
が
座
長
と
な
り
議
事
が
進
め
ら
れ

た
。 

 

議
事
は
①
令
和
六
年
度
佐
賀
県
神
社
庁
事

業
計
画
（
案
）
に
つ
い
て
、
②
令
和
五
年
度
神

宮
大
麻
頒
布
状
況
及
び
神
宮
神
徳
宣
揚
費
支

部
交
付
額
の
件
、
③
令
和
六
年
度
神
社
庁
賦
課

金
に
つ
い
て
、
④
令
和
六
年
度
佐
賀
県
神
社
庁

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）
に
つ
い
て
、

⑤
令
和
六
年
度
神
宮
大
麻
請
求
数
に
つ
い
て
、

⑥
神
宮
大
麻
頒
布
優
良
表
彰
候
補
者
の
内
申

に
つ
い
て
、
⑦
第
七
十
五
回
九
州
各
県
神
社
庁

連
合
会
神
職
総
会
に
つ
い
て
、
⑧
第
六
十
三
回

佐
賀
県
神
社
関
係
者
大
会
に
つ
い
て
、
⑨
大
麻

取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
に
伴
う
注
意
喚

起
に
つ
い
て
、
⑩
盗
難
に
よ
る
神
社
施
設
被
害

の
予
防
に
つ
い
て
（
注
意
喚
起
）
、
⑪
令
和
六

年
能
登
半
島
地
震
神
社
義
捐
金
の
状
況
に
つ

い
て
、
⑫
そ
の
他
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
討
議
し
、

同
日
午
後
よ
り
開
催
の
神
社
庁
協
議
員
会
に

提
出
す
る
議
案
の
審
議
及
び
向
後
展
開
さ
れ

る
諸
施
策
の
通
達
及
び
報
告
が
行
わ
れ
た
。 

佐
賀
県
神
社
庁 

支
部
長
会
・
協
議
員
会
開
催 

 

 

第３０７号  

★
発
行
者 

佐
賀
県
神
社
庁 

 
 

 
 

 
 

庁
長 

德 

久 

俊 

彦 

 
 

 
 

 
 

佐
賀
市
川
原
町
八
番
二
七
号 

★
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

 
 

 
 

 
h
i
z
e
n
.
s
a
g
a
k
e
n
-
j
-
c
h
o
u
 

@
s
h
o
r
e
.
o
c
n
.
n
e
.
j
p
 

祝
祭
日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
う 
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ま
た
、
同
日
午
後
二
時
よ
り
平
和
会
館
三
階

「
神
殿
の
間
」
に
お
い
て
定
例
協
議
員
会
を
開

催
。
神
殿
を
拝
礼
の
後
、
永
代
副
庁
長
が
開
会

を
宣
し
、
德
久
神
社
庁
長
が
挨
拶
。
次
に
栗
原

議
長
並
び
に
溝
上
副
議
長
が
登
壇
し
、
議
長
が

議
事
を
進
め
た
。
諸
般
の
報
告
の
後
、
議
事
録

署
名
人
が
指
名
さ
れ
、
▽
議
案
第
一
号 

令
和

六
年
度
佐
賀
県
神
社
庁
事
業
計
画
（
案
）
の
件
、

▽
議
案
第
二
号 

令
和
六
年
度
佐
賀
県
神
社

庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）
の
件
、
議

案
三
号 

監
事
退
任
に
伴
う
補
欠
選
任
の
件

ま
で
順
次
上
程
。 

 

令
和
六
年
度
の
予
算
審
議
で
、
は
神
社
庁
に

於
い
て
は
九
連
総
会
の
当
番
県
、
ま
た
十
月
の

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
に
伴
う
天
皇
皇
后

両
陛
下
の
行
幸
啓
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
通
常
と
臨
時
の
業
務
双
方
へ
の
対
応
を

円
滑
に
進
め
る
べ
く
予
算
を
編
成
し
た
旨
の

大
綱
が
德
久
庁
長
よ

り
述
べ
ら
れ
、
詳
細
な

予
算
案
を
事
務
局
が

説
明
、
議
員
か
ら
は
異

議
は
出
さ
れ
ず
承
認

と
な
っ
た
。 

 

ま
た
、
続
く
議
案
第

三
号
の
監
事
退
任
に

伴
う
補
欠
選
任
の
件

で
は
、
平
成
二
十
八
年

度
よ
り
監
事
職
に
あ
っ
た
田
中
雅
治
氏
（
脊
振

神
社
宮
司
）
か
ら
退
任
の
願
出
が
申
し
出
さ
れ

た
の
に
伴
い
、
神
社
庁
役
員
会
で
残
任
期
間
に

於
け
る
後
任
者
に
笠
原
猛
氏
（
稲
佐
神
社
宮
司
）

を
選
出
し
た
経
緯
を
説
明
し
、
議
員
に
可
否
を

諮
っ
た
と
こ
ろ
、
異
議
無
く
承
認
さ
れ
た
。 

 

続
く
報
告
事
項
で
は
、
①
令
和
五
年
度
神
宮

大
麻
頒
布
状
況
報
告
の
件
、
②
第
六
十
三
回
佐

賀
県
神
社
関
係
者
大
会
に
つ
い
て
、
③
第
七
十

五
回
九
州
各
県
神
社
庁
連
合
会
神
職
総
会
に

つ
い
て
事
務
局
が
報
告
し
、
質
疑
を
経
た
上
で
、

議
事
が
終
え
ら
れ
た
。 

 

議
長
・
副
議
長
降
壇
の
後
、
納
め
に
村
田
副

庁
長
が
閉
会
の
辞
を
述
べ
、
散
会
と
な
っ
た
。 

 
～
当
日
上
程
さ
れ
た
議
案
の
審
議
結
果
～ 

 

▼
議
案
第
一
号 

 
 

令
和
六
年
度
佐
賀
県
神
社
庁
事
業
計
画 

（
案
）
の
件･

･
･

原
案
通
り
承
認 

▼
議
案
第
二
号 

 
 

令
和
六
年
度
佐
賀
県
神
社
庁
一
般
会
計 

歳
入
歳
出
予
算
書
（
案
）
の
件･

･
･

原
案 

通
り
承
認 

▼
議
案
第
三
号 

監
事
退
任
に
伴
う
補
欠
選
任
の
件･

･
･

田 

中
雅
治
氏
の
後
任
と
し
て
笠
原
猛
氏
を 

選
任
（
但
し
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
） 

 

去
る
三
月
二
十
九
日
午
前
十
一
時
よ
り
、
神

社
庁
二
階
会
議
室
に
お
い
て
「
佐
賀
県
神
社
総

代
会
役
員
・
支
部
長
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。 

午
前
十
一
時
よ
り
の
役
員
支
部
長
会
で
は
、

南
里
総
代
会
長
、
德
久
神
社
庁
長
の
挨
拶
の
後
、

南
里
会
長
の
使
命
に
よ
り
村
田
副
会
長
が
座

長
と
な
り
議
事
が
進
め
ら
れ
、
①
令
和
六
年
度

佐
賀
県
神
社
総
代
会
事
業
計
画
（
案
）
、
②
令

和
六
年
度
佐
賀
県
神
社
総
代
会
一
般
会
計
歳

入
歳
出
予
算
（
案
）
、
③
令
和
五
年
度
神
宮
大

麻
頒
布
状
況
の
件
、
④
第
六
十
三
回
佐
賀
県
神

社
関
係
者
大
会
に
つ
い
て
、
⑤
盗
難
に
よ
る
神

社
施
設
被
害
の
予
防
に
つ
い
て
（
注
意
喚
起
）

⑥
第
五
十
九
回
全
国
神
社
総
代
会
大
会
に
つ

い
て
、
⑦
そ
の
他
に
つ
い
て
、
新
年
度
の
神
社

総
代
会
に
お
け
る
諸
施
策
の
概
要
を
事
務
局

よ
り
説
明
お
よ
び
報
告
、
質
疑
等
を
交
え
て
、

そ
の
方
針
を
協
議
し
た
。 

午
後
一
時
半
か
ら
は
定
例
評
議
員
会
が
開

催
。
神
殿
を
拝
礼
し
た
後
、
垣
内
副
会
長
が
開

会
の
辞
を
述
べ
、
南
里
総
代
会
長
、
德
久
神
社

庁
長
が
挨
拶
。 

次
に
、
森
田
議
長
が
登
壇
し
、
議
長
の
も
と

議
事
が
執
り
進
め
ら
れ
た
。
議
事
録
署
名
人
指

名
の
後
、
▽
第
一
号
議
案 

令
和
六
年
度
佐
賀

佐
賀
県
神
社
総
代
会 

役
員
支
部
長
会
・
評
議
員
会
開
催 
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県
神
社
総
代
会
事
業
計
画
（
案
）
の
件
、
▽
第

二
号
議
案 

令
和
六
年
度 

佐
賀
県
神
社
総

代
会
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）
の
件
、

が
順
次
上
程
。
事
務
局
の
説
明
と
質
疑
を
経
て
、

各
議
案
は
承
認
さ
れ
た
。 

続
く
報
告
事
項
で
は
、
①
監
事
補
欠
選
任
の

件
、
②
令
和
五
年
度
神
宮
大
麻
頒
布
状
況
報
告

の
件
、
③
第
六
十
三
回
佐
賀
県
神
社
関
係
者
大

会
に
つ
い
て
、
④
第
七
十
五
回
九
州
各
県
神
社

庁
連
合
会
神
職
総
会
に
つ
い
て
、
が
順
次
事
務

局
よ
り
報
告
さ
れ
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
議

長
が
降
壇
、
閉
会
の
辞
を
村
田
副
会
長
が
述
べ
、

神
殿
を
拝
礼
し
散
会
と
な
っ
た
。 

  

事
務
連
絡  

令
和
六
年
三
月
十
二
日
付
総
神
第
一
一
四
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
盗
難
に
よ
る
神
社
施
設
被
害
の
予
防
に
つ 

い
て
（
注
意
喚
起
） 

  

標
記
の
件
、
近
年
の
金
属
価
格
の
高
騰
に
伴

ひ
、
各
地
の
神
社
に
お
い
て
、
社
殿
そ
の
他
の

施
設
に
用
ゐ
ら
れ
た
銅
板
等
が
盗
奪
さ
れ
、
境

内
建
物
及
び
工
作
物
が
損
傷
す
る
被
害
事
案

が
連
続
し
て
発
生
し
て
ゐ
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
管
内
の
神
社
関
係
者
に
、

昭
和
三
十
一
年
通
達
第
一
九
号
「
盗
難
及
び
火

災
予
防
等
に
つ
い
て
」
、
昭
和
五
十
七
年
通
達

第
七
号
「
盗
難
の
防
止
に
つ
い
て
」
並
び
に
昭

和
六
十
三
年
通
達
第
三
号
「
火
災
・
盗
難
防
止

に
つ
い
て
」
（
『
神
社
本
庁
規
程
類
集
』
参
照
）

を
あ
ら
た
め
て
周
知
の
上
、
被
害
へ
の
注
意
喚

起
を
さ
れ
る
や
う
お
願
ひ
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
た
、
警
察
当
局
と
の
協
力
体
制
の
下
で
更

な
る
犯
罪
の
予
防
に
万
全
を
期
さ
れ
る
と
と

も
に
、
万
一
神
社
が
被
害
を
受
け
た
際
は
災
害

慰
藉
規
程
及
び
仝
施
行
細
則
に
基
づ
き
、
人
災

（
盗
難
）
と
し
て
三
月
以
内
に
神
社
被
災
報
告

書
を
提
出
（
神
社
庁
経
由
）
す
る
や
う
、
管
内

神
社
に
御
指
導
願
ひ
ま
す
。 

以 

上 
 

 

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
付
教
化
発
第
三
九
号 

神
社
本
庁
総
長
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
植
樹
勧
奨
の
件 

  

標
記
の
件
、
第
七
十
四
回
全
国
植
樹
祭
が
来

る
令
和
六
年
五
月
二
十
六
日
（
日
）
、
岡
山
県

ジ
ッ
プ
ア
リ
ー
ナ
岡
山
に
お
い
て
、
天
皇
皇
后

両
陛
下
の
行
幸
啓
を
仰
ぎ
、
「
晴
れ
の
国 

光

で
育
つ 

緑
の
心
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
ま

す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
皇
室
敬
慕
の
気
運
を
高
め
、

国
土
緑
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
鎮
守
の
杜

の
育
成
に
尽
力
さ
れ
た
先
人
へ
の
思
ひ
を
新

た
に
し
、
左
記
の
通
り
貴
管
下
神
社
に
植
樹
を

勧
奨
戴
き
ま
す
や
う
、
お
願
ひ
申
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 

記 

一
、
目
的 

 
 

 

神
社
の
杜
を
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
郷 

土
の
緑
を
育
て
、
国
土
の
緑
化
並
び
に 

環
境
改
善
に
寄
与
し
、
神
道
教
化
の
柱 

と
す
る
。 

一
、
日
時 

 
 

 

五
月
二
十
六
日
（
日
）
に
開
催
さ
れ
る

全
国
植
樹
祭
の
日
並
び
に
五
月
四
日

（
木
）
の
「
み
ど
り
の
日
」
を
中
心
に

行
ふ
。 

一
、
場
所 

 
 

 

神
社
境
内
地
及
び
社
有
地
等 

 
 

 

・
当
日
は
植
樹
奉
告
祭
を
す
る
こ
と
が 

望
ま
し
い
。 

 
 

 

（
祝
詞
は
、
例
文
を
参
照
の
こ
と
） 

一
、
参
加
者 

 
 

 

神
職
・
役
員
・
総
代
・
氏
子
崇
敬
者
及 

び
地
方
公
共
団
体
有
志
な
ど
、
社
会
的 

に
幅
広
く
呼
び
か
け
る
こ
と 

一
、
樹
種 

 
 

 

そ
の
地
方
、
神
社
ゆ
か
り
の
適
樹
と
す 

る
。 

一
、
数
量 

 
 

 

適
宜
と
す
る
。 

以 

上 
 

※
宮
司
宛
に
祝
詞
例
文
同
封
。 
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事
務
報
告 

 
【
階
位
授
与
】 

■
永
代 
龍
三
郎 

 

浄
階
を
授
く 

令
和
六
年
三
月
一
日 

【
昇 

級
】 

■
妻
山
神
社
宮
司 
永
代 

龍
三
郎 

 

神
職
身
分
一
級
と
す
る 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

【
任 

免
】 

■
山
祇
神
社
宮
司 

北
原 

秀
孝 

 

鹿
島
市
古
枝
乙 

 

願
に
よ
り
兼
職
を
免
ず
る 

 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日 

■
祐
徳
稲
荷
神
社
祢
宜 

塚
本 

勝
英 

 

鹿
島
市
古
枝
乙 

 

兼
ね
て
山
祇
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

令
和
六
年
四
月
一
日 

■
佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

溝
上 

忠
秀 

 

佐
賀
市
与
賀
町 

 

與
賀
神
社
祢
宜
に
任
ず
る 

 

令
和
六
年
四
月
一
日 

【
転 

出
】 

■
佐
嘉
神
社
権
祢
宜 

福
川 

明
成 

 

熊
本
県
人
吉
市
・
青
井
阿
蘇
神
社
権
祢
宜 

令
和
六
年
四
月
一
日
附 

  

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
】 

■
五
ノ
宮
神
社
宮
司 

宮
﨑 

春
己 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

豊
受
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
一
日 

 

・
員 

数 

宮
﨑 

春
己 

他
九
名 

 

■
堤
雄
神
社
宮
司 

橋
富 

洋
美 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

豊
受
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 

・
員 

数 

原
口 

博
文 

他
一
名 

 
■
稲
佐
神
社
宮
司 

笠
原 

 

猛 

 
・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

豊
受
大
神
宮 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
三
日 

 

・
員 

数 
定
松 

秀
夫 

他
十
一
名 

 

【
研
修
案
内
】 

■
初
任
神
職
研
修 

 

・
主
催 

福
岡
県
神
社
庁
研
修
所 

 

・
期
間 

六
月
十
一
日
（
火
）
～
十
四
日
（
金
） 

 

※
受
講
希
望
者
は
神
社
庁
に
連
絡
下
さ
い
。 

 

書

籍

等

寄

贈

目

録

及

び

御

芳

名 

自 

令
和
六
年
三
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

 

仝
三
十
一
日 

・
高
知
県
神
社
庁
報 

第
八
七
一
号 

高
知
県
神
社
庁 

様 

・
宮
城
県
神
社
庁
報 

第
二
二
八
号 

宮
城
県
神
社
庁 

様 

・
す
い
と
く 

第
八
三
六
号 

竹
駒
神
社 

様 

・
兵
庫
神
祇 

第
六
一
七
号 

兵
庫
県
神
社
庁 

様 

・
み
い
づ 

第
一
五
七
号 

 
 

稜
威
会 

様 

・
靖
國 

第
八
二
四
号 

 
 

 

靖
國
神
社
様  

・
代
々
木 

春
号 

 
 

 
 

 

明
治
神
宮
様 

・
北
海
道
神
社
庁
報 

第
一
二
八
九
号 

北
海
道
神
社
庁 

様 

・
お
明
神
さ
ま 

第
二
五
三
号 三

島
大
社 

様 

・
飛
梅 

第
二
一
〇
号 

太
宰
府
天
満
宮 

様 

予 
 

告 

本
年
の
神
社
関
係
者
大
会
は
左
記
に 

よ
り
行
い
ま
す
。 

一
、
期
日 

六
月
二
十
七
日
（
木
） 

一
、
場
所 

は
ん
ぎ
ー
ホ
ー
ル
（
神
埼
市
） 


